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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池見込客を認定するためのコンピュータ実装方法であって、
　前記太陽電池見込客の複数のスコアを決定するステップを含み、前記複数のスコアは、
送電網スコア、行動スコア、関与スコアおよび家計価値スコアのうち、少なくとも１つを
含み、
　前記複数のスコアを合併することによって、前記太陽電池見込客の総合見込スコアを取
得するステップと、
　前記総合見込スコアに基づいて、前記太陽電池見込客が上等な太陽電池見込客であるか
否かを判断するステップと、
　複数の消費者類別のうち、前記上等な太陽電池見込客が属する消費者類別を決定するス
テップと、
　決定された前記消費者類別に基づいて、前記太陽電池見込客を開拓するために送付する
メッセージの内容を決定するステップとを含む、コンピュータ実装方法。
【請求項２】
　前記送電網スコアの決定は、
　追加容量を必要とする送電網の一部を決定するステップと、
　前記見込客が追加容量を必要とする前記送電網の前記一部の区域内またはその近くに位
置するか否かを判断するステップとを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項３】
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　前記送電網スコアの決定は、前記見込客のエネルギー使用量情報に基づいて、前記見込
客がピーク時間帯に大量のエネルギーを消費するか否かを判断するステップを含む、請求
項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項４】
　スマートメータから前記エネルギー使用量情報を取得するステップをさらに含む、請求
項３に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項５】
　前記見込客がピーク時間帯に大量のエネルギーを消費するか否かを判断するステップは
、
　前記ピーク時間帯に亘る前記見込客のエネルギー使用量を決定するステップと、
　前記エネルギー使用量を閾値と比較するステップとを含む、請求項３に記載のコンピュ
ータ実装方法。
【請求項６】
　前記送電網スコアの決定は、前記見込客の近隣者が既に太陽電池パネルを設置している
か否かを判断するステップを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項７】
　前記行動スコアの決定は、前記見込客が高いエネルギー使用量を有するか否かを判断す
るステップを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項８】
　前記見込客が高エネルギー使用量を有するか否かを判断するステップは、
　一定期間に亘る前記見込客のエネルギー使用量を決定するステップと、
　前記エネルギー使用量を閾値と比較するステップとを含む、請求項７に記載のコンピュ
ータ実装方法。
【請求項９】
　前記行動スコアの決定は、ピークイベント中にエネルギー使用量を低減するメッセージ
に応答して、前記見込客が前記ピークイベント中にエネルギー使用量を低減したか否かを
判断するステップを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１０】
　前記行動スコアの決定は、前記見込客のエネルギー使用量および複数の電気消費者の各
々のエネルギー使用量に基づいて、前記複数の電気消費者に対して前記見込客をランク付
けるレポートに応答して、前記見込客がエネルギー使用量を低減したか否かを判断するス
テップを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１１】
　前記見込客がエネルギー使用量を低減したか否かを判断するステップは、第１期間に亘
る前記見込客のエネルギー使用量を第２期間に亘る前記見込客のエネルギー使用量と比較
するステップを含む、請求項１０に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１２】
　前記関与スコアの決定は、前記見込客がエネルギー関連電子メールを開封したか否かを
判断するステップを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１３】
　前記関与スコアの決定は、前記見込客が前記エネルギー関連電子メール内のリンクをク
リックしたか否かを判断するステップを含む、請求項１２に記載のコンピュータ実装方法
。
【請求項１４】
　前記関与スコアの決定は、前記見込客がグリーン製品を購入したか否かを判断するステ
ップを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１５】
　前記見込客がグリーン製品を購入したか否かを判断するステップは、前記見込客が前記
グリーン製品のリベート、クーポンまたは税額控除を申請したか否かを判断するステップ
を含む、請求項１４に記載のコンピュータ実装方法。



(3) JP 6588533 B2 2019.10.9

10

20

30

40

50

【請求項１６】
　前記関与スコアの決定は、前記見込客のエネルギー関連ウェブサイト上の活動量を決定
するステップを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１７】
　前記家計価値スコアの決定は、管理規約（ＨＯＡ）規制が前記見込客の住宅に適用され
たか否かを判断するステップを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１８】
　前記家計価値スコアの決定は、太陽電池パネルが前記見込客の住宅に設置される場合に
生成されたエネルギーの量を推定するステップを含む、請求項１に記載のコンピュータ実
装方法。
【請求項１９】
　前記見込客が最近エネルギーに関連する活動に関与したか否かに基づいて、前記見込客
を開拓するタイミングを判断するステップをさらに含む、請求項１に記載のコンピュータ
実装方法。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させる、プログラム
。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のプログラムを格納するためのメモリと、
　前記プログラムを実行するための少なくとも１つのプロセッサとを備える、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願との相互参照
　本願は、２０１４年４月２５日に出願され、「住宅太陽電池消費者の獲得および太陽電
池見込客の認定」と題された米国仮出願第６１／９８４５８８号に基づく優先権利益を主
張するものであり、当該出願の全体が参照により本明細書に援用される。
【０００２】
　背景
　１．技術分野
　本発明の技術は、太陽電池見込客を認定するための方法およびシステムに関し、特に上
等な太陽電池見込客を特定するように、太陽電池見込客を認定する方法およびシステムに
関する。
【背景技術】
【０００３】
　２．序論
　住宅太陽電池市場において、消費者の獲得費用は、太陽電池設備の総合費用の２０％を
占めている。多くの消費者が太陽電池設備に高い関心を示すが、約９５％の消費者が太陽
電池設備を購入しない。消費者の獲得にいくつかの脱落可能性の高い要素が存在するため
、生産者および敷設業者による多くの努力が無駄になる。その結果、総合費用が全ての消
費者にとって高くなる。よって、市場に進入する障壁が高くなり、問題が持続化になる。
また、敷設業者が販売および設置ルートの予測もできなくなる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　概要
　本発明の技術のさまざまな態様によれば、太陽電池見込客を認定するためのシステムお
よび方法が記載される。特定の実現例において、電気消費者に関するデータおよび／また
は他の情報を使用して、上等な太陽電池見込客を特定することによって、設置者の無駄な
作業量を削減することができ、その結果、太陽電池設備の総合費用を削減する。



(4) JP 6588533 B2 2019.10.9

10

20

30

40

50

【０００５】
　本開示の上記および他の利点および特徴は、添付の図面に示される特定の実施形態を参
照することによって明らかになるであろう。これらの図面は、本開示の例示的な実施形態
のみを示しており、本開示の範囲を限定するものではないと理解すべきである。本開示の
原理は、添付の図面を用いて、より明確且つ詳細に記載され、説明される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の技術の特徴を実装することができる電子システムを示す図である。
【図２】本発明の技術のさまざまな態様を実施することができる環境の一例を示す図であ
る。
【図３】本開示の一実施形態に従って、太陽電池見込客を認定するための方法を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　詳細な説明
　以下に記載される詳細な説明は、本発明の技術のさまざまな構成を説明するために意図
しており、本発明の技術を実施できる唯一の構成を表すことを意図していない。添付の図
面は、本明細書に組み込まれ、詳細な説明の一部を構成する。本発明の技術に対するより
完全な理解を提供するために、詳細な説明が特定の詳細を含むが、本発明の技術が本明細
書に記載された特定の詳細に限定されず、これらの詳細がなくても実施され得ることが明
白であろう。
【０００８】
　電気消費者に関する大量のデータおよび／または他のデータを利用して、上等な太陽電
池見込客を特定することによって、太陽電池設備の消費者獲得費用を削減するができる。
いくつかの実現例において、いくつかのスコアを生成し、これらのスコアを総合見込スコ
アに合併することによって、太陽電池見込客を認定する。スコアは、送電網スコア、行動
スコア、関与スコア、および／または家計価値スコアを含んでもよい。以下、特定の実現
例に従って、これらの各々のスコアをさらに説明する。
【０００９】
　送電網スコア
　送電網スコアによって、電気を供給する送電網の利用情報および指向性ガイダンスを使
用して、太陽電池設備の対象とする送電網の最適部分を決定することができる。このスコ
アに考慮される要因は、送電網の安定性、データ転送率、現在の太陽電池設備基地および
／または気象データを含む。
【００１０】
　一実施形態において、電気を供給する送電網の利用情報を検査することによって、追加
容量を必要とする電気送電網の一部（例えば、疲労運転している送電網の一部）を特定す
ることができる。送電網は、１つ以上の電力供給源（例えば、発電所）によって生成され
た電気を、地理的地域に分散されているユーザ（例えば、電気消費者）に送達する電気送
電網であってもよい。この例において、太陽電池パネル設備を所有するユーザは、太陽電
池パネルを送電網に接続することによって、太陽電池パネルから生成された余剰電力（ユ
ーザが消費し切れない電力）を送電網に供給して、送電網上の他のユーザに使用される。
したがって、疲労運転している送電網の一部の区域内および／またはその近くに位置する
ユーザ側（例えば、住宅）に太陽電池パネルを設置することによって、疲労運転している
送電網に追加容量を提供することができる。この解決策は、電力会社にとって、送電網上
の負担を軽減するために、追加の発電所の建設に比べて、費用効率がより良い解決策であ
る。また、送電網からの電力を消費せず、太陽電池パネルによって生成された電力を消費
することによって、ユーザは、送電網上の負担をさらに軽減する。
【００１１】
　従って、疲労運転している送電網の一部の区域内またはその近くに位置するユーザは、
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疲労運転している送電網の一部の区域内またはその近くに位置していないユーザよりも送
電網スコアにより多くのポイントを与えることができる。その理由は、電気会社および／
または規制当局にとって、疲労運転している送電網の一部の区域内またはその近くに位置
するユーザが送電網の負担を低減するように太陽電池パネル設備を購入するより魅力的な
対象者となり得るからである。
【００１２】
　この実施形態において、（例えば、公用データベースからまたはユーザ装置から）ユー
ザのアドレス情報（例えば、自宅住所、地理位置の座標）を収集して、ユーザの住所位置
を疲労運転している送電網の一部の地理位置と比較することによって、疲労運転している
送電網の一部の区域内および／またはその近くに位置しているユーザを特定することがで
きる。代替的には、疲労運転している送電網の一部の区域内および／またはその近くに位
置しているユーザを特定するための情報は、電気会社によって（例えば、電気会社データ
ベースから）提供されてもよい。
【００１３】
　一実施形態において、電気会社および／または規制当局は、太陽電池パネルを設置する
ように、疲労運転している送電網の一部の区域内またはその近くに位置するユーザに奨励
（例えば、奨励金）を与えることができる。例えば、ユーザは、太陽電池パネルを設置す
るための税額控除および／または補助金を受け取ることができる。この例において、この
ような奨励は、ユーザが太陽電池パネルの設置に関心を示す可能性を高めることができる
。少なくともその理由で、疲労運転している送電網の一部の区域内またはその近くに位置
していないユーザよりも、疲労運転している送電網の一部の区域内またはその近くに位置
するユーザの送電網スコアにより多くのポイントを与えることができる。
【００１４】
　一実施形態において、電気会社は、電気料金が使用時間に応じて変化する使用時間料金
表を実施することができる。例えば、需要の高いピーク時間帯（例えば、昼間）の電気料
金は、ピーク時間帯以外の時間（例えば、夜間）の電気料金よりも高く設定されてもよい
。このようにして、電気会社は、送電網の負担が最大になるピーク時間帯のエネルギー消
費を低減することができる。その結果、ピーク時間帯により多くのエネルギーを消費する
ユーザ（例えば、昼間ピークユーザ）は、ピーク時間帯により少ないエネルギーを消費す
るユーザに比べて、太陽電池パネルを設置することによって、より多くの電気料金を削減
することができる。したがって、ピーク時間帯により多くのエネルギーを消費するユーザ
は、太陽電池パネルを設置するのにより大きな経済誘因を有し得る。したがって、この実
施形態において、ピーク時間帯により多くのエネルギーを消費するユーザには、ピーク時
間帯により少ないエネルギーを消費するユーザよりも多くのポイントを与えることができ
る。
【００１５】
　この実施形態において、１日におけるユーザの使用量情報は、（例えば、ユーザの住宅
に設置された）スマートメータから取得することができる。スマートメータは、ユーザの
エネルギー消費量を監視し、比較的短い間隔（例えば、１時間以下）で、（例えば、ネッ
トワーク接続を介して）ユーザのエネルギー消費量を電気会社データベースに伝送するこ
とができる。この情報を使用して、１日の異なる時間帯にユーザが消費するエネルギー量
を決定するができるため、ユーザがピーク時間帯に大量のエネルギーを消費したか否かを
判断することができる。例えば、使用量情報を使用して、ピーク時間帯（例えば、午前１
０時～午後６時または他の時間帯）にユーザが消費したエネルギー量（例えば、ｋＷｈ）
を決定することができる。その後、このエネルギー量を閾値と比較することができる。ピ
ーク時間帯のエネルギー消費量が閾値を超える場合、このユーザには、ピーク時間帯のエ
ネルギー消費量が閾値未満のユーザよりも多くのポイントを与えることができる。別の例
において、ピーク時間帯に対応するユーザのエネルギー消費量の百分率を計算してもよい
。ピーク時間帯内にユーザのエネルギー消費量の百分率が閾値を超える場合、このユーザ
には、ピーク時間帯のエネルギー消費量の百分率が閾値未満のユーザよりも多くのポイン
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トを与えることができる。
【００１６】
　別の実施形態において、あるユーザが所在する地理区域（例えば、郵便番号、市区町村
など）に、既に太陽電池パネルを設置している他のユーザ（近隣者）の数または百分率に
部分的に基づいて、そのユーザを採点することができる。この実施形態において、より多
い数またはより高い百分率の他のユーザが既に太陽電池パネルを設置している地理区域に
住むユーザには、より少ない数またはより低い百分率の他のユーザが既に太陽電池パネル
を設置している地理区域に住むユーザよりも多くのポイントを与えることができる。その
理由は、近隣者が既に太陽電池パネルを設置している場合、口コミおよび／または同調圧
力により、太陽電池パネルを設置する可能性が高くなるのである。
【００１７】
　上述した１つ以上の要因によってユーザに与えられたポイントに基づいて、ユーザの送
電網スコアを計算してもよい。例えば、送電網スコアは、１つ以上の要因によってユーザ
に与えられた複数のポイントに基づくことができる。
【００１８】
　行動スコア
　行動スコアは、ユーザが過去に取った、太陽電池設備に興味を示す行動または太陽電池
設備の恩恵を受ける行動を考察する。行動スコアに考慮される要因の例として、高エネル
ギー使用量、異常な使用量、前年または前月に比べてエネルギーの節約、および消費者の
サイコグラフィック変数を含む。
【００１９】
　一実施形態において、ユーザが高エネルギー使用量ユーザであるか否かに部分的に基づ
いて、そのユーザを採点することができる。この実施形態において、一定期間に亘るユー
ザのエネルギー使用量は、電気会社データベースから決定されてもよい。電気会社データ
ベースは、ユーザの住宅に設置した従来のメータおよび／またはスマートメータから、ユ
ーザのエネルギー使用量情報を取得することができる。従来のメータは、毎月のエネルギ
ー使用量を提供するが、スマートメーターは、ネットワーク接続（例えば、インターネッ
ト）を介して、遥かに小さい間隔（例えば、１時間以下）でエネルギー使用量を報告する
ことができる。ユーザのエネルギー使用量を決定した後、ユーザが高エネルギー使用量ユ
ーザであるか否かを判断することができる。例えば、ユーザのエネルギー使用量を閾値と
比較することによって、その判定を行うことができる。エネルギー使用量が閾値を超える
場合、そのユーザが高エネルギー使用量ユーザであると判定される。別の例において、ユ
ーザのエネルギー使用量をグループ内の他のユーザ（例えば、近隣ユーザまたは類似ユー
ザ）のエネルギー使用量と比較することができる。他のユーザのエネルギー使用量は、他
のユーザのエネルギーメータから取得することができる。この例において、あるユーザの
エネルギー使用量が特定の数または百分率で他のユーザのエネルギー使用量を超える場合
、そのユーザが高エネルギー使用量ユーザであると判定されてもよい。高エネルギー使用
量ユーザであると判定されたユーザには、高エネルギー使用量ユーザではないと判定され
たユーザよりも多くのポイントを与えることができる。その理由は、高エネルギー使用量
ユーザは、太陽電池パネルを設置することによって、より多くの電力料金を削減すること
ができるため、太陽電池パネルを設置する経済誘因がより大きくなる可能性があるからで
ある。さらに、高エネルギー使用量ユーザは、より短い期間で太陽電池パネルを設置する
費用を取り戻すことができる。
【００２０】
　一実施形態において、ユーザのエネルギー使用量が異常であるか否かに部分的に基づい
て、そのユーザを採点することができる。上述したように、ユーザのエネルギー使用量に
関する情報は、エネルギーメータ（例えば、従来のメータおよび／またはスマートメータ
）から取得することができる。この実施形態において、ユーザのエネルギー使用量を調査
することによって、エネルギー使用量が異常であるか否かを判断することができる。例え
ば、長期間（例えば、１年）のうち比較的短い時期（例えば、１ヶ月）に、エネルギーの
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大部分が使用された場合、その使用が異常であると判定することができる。この例におい
て、その住宅は、ユーザが時々住む別荘であり得る。ユーザのエネルギー使用量が異常で
あると判定された場合、そのユーザには、エネルギー使用量が正常であると判定されたユ
ーザ（例えば、年間を通してエネルギーを消費するユーザ）よりも少ないポイントを与え
ることができる。その理由は、ユーザが偶にしか使用しない住宅に太陽電池パネルを購入
する可能性が低いからである。
【００２１】
　一実施形態において、ユーザが消費電力を低減するためのメッセージに応答したか否か
に部分的に基づいて、そのユーザを採点することができる。例えば、ピーク時期（例えば
、暑い夏日）の前に、ユーザは、（例えば、電気会社または第三者から）ピーク時期中に
電力消費を低減するためのメッセージを受信することができる。メッセージは、テキスト
メッセージ、電子メール、物理郵便物、自動電話コールなどを介して、ユーザに伝達する
ことができる。ピーク時期は、特定の時間帯（例えば、正午～午後４時、または他の時間
帯）および電気会社によって指定された日。ピーク時期の後、ピーク時期中のユーザのエ
ネルギー使用（消費）量を調査することによって、ユーザがメッセージに応答してエネル
ギー消費量を削減したか否かを判断することができる。この判定は、ピーク時期中のユー
ザのエネルギー使用量を過去の同一ピーク時期中のユーザのエネルギー使用量と比較する
ことによって行うことができる。上述したように、ピーク時期中のユーザのエネルギー使
用量は、スマートメータから取得することができる。この例において、最近のピーク時期
のユーザのエネルギー使用量が過去のピーク時期のユーザのエネルギー使用量または過去
のピーク時期のユーザの平均エネルギー使用量よりも低い場合、ユーザがメッセージに応
答したと判定することができる。ユーザが（例えば、エネルギー消費量を削減することに
よって）メッセージに応答したと判定した場合、このユーザには、同様のメッセージに応
答しなかった他のユーザよりも、多くのポイントを与えることができる。その理由は、メ
ッセージに応答して消費電力を削減したユーザは、太陽エネルギーなどのエネルギーに関
する他のメッセージに反応する可能性が高いからである。
【００２２】
　別の実施形態において、ユーザが住宅エネルギーレポートに応答してエネルギー消費を
低減したか否かに部分的に基づいて、そのユーザを採点することができる。住宅エネルギ
ーレポートは、一定期間に亘るそのユーザのエネルギー使用量（消費量）と複数の他のユ
ーザの各々のエネルギー使用量とを比較することができる。例えば、エネルギーレポート
は、エネルギー使用量に基づいて、別のユーザに対して、特定のユーザをランク付けるこ
とができる。特定のユーザのエネルギー使用量（消費量）が別のユーザよりも高い場合、
別のユーザより低いランクに付けられる。特定のユーザのエネルギー使用量（消費量）が
別のユーザよりも低い場合、別のユーザよりランクに付けられる。比較を公正にするため
に、このユーザは、類似の住宅種類（例えば、家屋、マンション、アパートなど）、同様
の住宅面積、類似の暖房、換気および空調（ＨＶＡＣ）システムを有する別のユーザと比
較される。このレポートは、電気会社に使用され、電力消費を低減するようにユーザに励
ます（促す）ことができる。レポートは、テキストメッセージ、電子メール、物理郵便物
などを介して、ユーザにすることができる。例えば、レポートは、ユーザの電気請求書と
共に、ユーザに配信されてもよい。この実施形態において、ユーザが住宅エネルギーレポ
ートに応答してエネルギー消費を低減したか否かを判断する。この判定は、例えば、ユー
ザが次の住宅エネルギーレポートにおいてより上位にランク付けされているか否かを判断
することによって行うことができる。ユーザのランキングが改善された場合、ユーザが住
宅エネルギーレポートに応答してエネルギー消費を減少したと判定することができ、この
ユーザには、ランキングが改善されなかった他のユーザまたは改善程度がより少ない他の
ユーザよりも多くのポイントを与えることができる。
【００２３】
　一実施形態において、ユーザは、定期的に（例えば、毎月）住宅エネルギーレポートを
受信することができ、各レポートは、ユーザのエネルギー使用量に基づいて、類似のユー
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ザに対してユーザをランク付けることができる。この実施形態において、異なる期間にお
けるユーザのエネルギー使用量を比較して、ユーザが住宅エネルギーレポートに応答して
エネルギー消費量を削減したか否かを判断することができる。例えば、今年中の特定の期
間（例えば、特定月）のユーザのエネルギー使用量が、前年の同一または同様の期間（例
えば、同一月）のユーザのエネルギー使用量よりも低い場合、ユーザが住宅エネルギーレ
ポートに応答してエネルギー消費を低減したという判定を下すことができる。この場合、
このユーザには、類似の報告に応答してエネルギー使用量を削減しなかった他のユーザま
たはより少ないエネルギー消費量を削減した他のユーザよりも多くのポイントを与えるこ
とができる。
【００２４】
　上述した１つ以上の要因によってユーザに与えられたポイントに基づいて、ユーザの行
動スコアを計算しもよい。例えば、１つ以上の要因によりユーザに与えられたポイントの
集計に基づいて、行動スコアを計算しもよい。
【００２５】
　関与スコア
　関与スコアは、広い範囲のプラットフォームおよびプログラムにユーザの関与を考慮す
る。高関与度のユーザは、太陽エネルギーなどの将来のプログラムに参加する可能性も高
くなる。関与スコアに考慮され得る要因は、過去にエネルギー効率プログラムの参加、グ
リーン製品の関与、Ｅメールの関与、ウェブの関与、および／またはモバイルアプリケー
ションダウンロードを含む。
【００２６】
　一実施形態において、ユーザがエネルギー効率プログラム（例えば、応答必須プログラ
ム）に参加したか否かに部分的に基づいて、ユーザを採点することができる。エネルギー
効率プログラムの一例として、住宅エネルギー監査が挙げられる。住宅エネルギー監査は
、エネルギー専門家によって実施されてもよい。このエネルギー専門家は、ユーザ住宅の
電力効率を検査し、検査の結果に基づいて、住宅の電力効率を改善するための提案を行う
。これに代えてまたは加えて、住宅エネルギー監査は、（オンラインで実施される）バー
チャル住宅エネルギー監査であってもよい。このバーチャル住宅エネルギー監査において
、ユーザは、住宅の電力効率に関する一連の質問に回答し、その回答に基づいて、住宅の
電力効率を改善するための提案が提供される。この実施形態において、エネルギー効率プ
ログラムに参加したユーザには、エネルギー効率プログラムに参加しなかった他のユーザ
よりも多くのポイントを与えることができる。その理由は、エネルギー効率プログラムに
参加することは、ユーザが電力料金を削減することおよび／または電力を節約することに
関心があることを示す可能性があり、したがって太陽エネルギーをより受け入れ易いから
である。
【００２７】
　この実施形態において、ユーザがエネルギー効率プログラムに参加したか否かに関する
情報は、例えばプログラムを後援する電気会社により提供されてもよい。例えば、ユーザ
が電気会社によって提供されたオンライン住宅エネルギー監査に参加した場合、電気会社
は、住宅エネルギー監査にユーザの参加記録を保存することができる。
【００２８】
　一実施形態において、ユーザがグリーン製品を購入したか否かに部分的に基づいて、ユ
ーザを採点することができる。グリーン製品の例として、ハイブリッドまたは電気自動車
、スマートサーモスタット、コンパクト蛍光（ＣＦＬ）電球、発光ダイオード（ＬＥＤ）
電球、エナジースター認定アプリケーションなどが挙げられる。この実施形態において、
１つ以上のグリーン製品を購入したユーザには、グリーン製品を購入していない他のユー
ザまたはより少ないグリーン製品を購入した他のユーザよりも多くのポイントを与えるこ
とができる。その理由は、グリーン製品を購入することは、ユーザが電力料金を削減する
ことおよび／または電力を節約することに関心があることを示す可能性があり、したがっ
て太陽エネルギーをより受け入れ易いからである。
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【００２９】
　この実施形態において、ユーザがグリーン製品を購入したか否かの判定は、ユーザが（
例えば、電気会社を介して）グリーン製品のリベートおよび／またはクーポンを申請した
か否か、またはユーザが（例えば、政府機関に）グリーン製品に関するクリーンエネルギ
ー税額控除を申請したか否かなどに基づいて、行われてもよい。この例において、ユーザ
が申請したリベート、クーポンおよび／またはクリーンエネルギー税額控除の記録は、（
例えば、電気会社によって維持される）データベースから取得することができる。
【００３０】
　一実施形態において、電子メールの関与に部分的に基づいて、ユーザを採点することが
できる。例えば、ユーザは、（例えば、電気会社からの）電子メールを受信することがで
き、受信した電子メールは、電力料金、エネルギー使用量情報、エネルギーを節約するた
めのヒントなどを含むことができる。電子メールは、ユーザ電気オンラインアカウント、
電気会社のウェブサイトへのリンク、グリーン製品に関する情報へのリンクなどを含むこ
とができる。この実施形態において、ユーザが電子メールを開封したか否かを記録し、も
しユーザが電子メールを開封した場合であれば、Ｅメール内のリンクをクリックしたか否
かを記録することができる。電子メールを開封したユーザには、電子メールを開かなかっ
たユーザよりも多くのポイントを与えることができる。電子メールを開封したユーザの場
合、電子メールのリンクをクリックしたユーザには、リンクをクリックしなかったユーザ
よりも多くのポイントを与えることができる。その理由は、リンクをクリックすることは
、ユーザが電力料金を削減することおよび／または電力を節約することに関心があること
を示す可能性があり、したがって太陽エネルギーをより受け入れ易いからである。
【００３１】
　一例において、ユーザがエネルギーに関連する電子メールを開封した頻度および／また
はエネルギーに関連する電子メール内のリンクをクリックした頻度（例えば、ユーザが一
定期間（例えば、１ヶ月）に亘ってエネルギーに関連する電子メールを開封した回数およ
び／またはエネルギーに関連する電子メール内のリンクをクリックした回数）を記録する
ことができる。この例において、期間中により多くのエネルギーに関連する電子メールを
開封したおよび／またはリンクをクリックしたユーザには、より少ないエネルギーに関連
する電子メールを開封したおよび／またはリンクをクリックした他のユーザよりも多くの
ポイントを与えることができる。
【００３２】
　一実施形態において、ウェブ関与に部分的に基づいて、ユーザを採点することができる
。例えば、ユーザがウェブサイト（例えば、電気会社のウェブサイトまたは第三者のウェ
ブサイト）を訪問するときに、ユーザによるウェブサイト上の活動量を記録することがで
きる。活動量は、例えば、ユーザがウェブサイトに費やした時間、ユーザがウェブサイト
を訪問した頻度、ユーザがウェブサイト上のアカウントにログインした頻度、ユーザが閲
覧したウェブページ（節電ヒントを掲載するウェブページおよび／またはグリーン製品に
関する情報を掲載するウェブページ）の数、ユーザが他のウェブサイト（例えば、グリー
ン製品供給者のウェブサイト）へのリンクをクリックした数などに基づくことができる。
実施形態において、ウェブサイト上でより多くの活動量を有するユーザには、ウェブサイ
ト上の活動量がより少ないまたは活動していないユーザよりも多くのポイントを与えるこ
とができる。
【００３３】
　一実施形態において、ユーザがエネルギーに関連するモバイルアプリケーションをモバ
イル装置（例えば、スマートフォン）にダウンロードしたか否かに部分的に基づいて、ユ
ーザを採点することができる。エネルギーに関連するモバイルアプリケーションの例とし
て、モバイル装置から住宅エネルギー使用量を監視するためのアプリケーション、モバイ
ル装置からスマートサーモスタットおよび／または電気製品をプログラムするアプリケー
ションなどが挙げられる。この実施形態において、エネルギーに関連するモバイルアプリ
ケーションをダウンロードしたユーザには、エネルギーに関連するモバイルアプリケーシ
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ョンをダウンロードしていないユーザよりも多くのポイントを与えることができる。
【００３４】
　上述した１つ以上の因子によりユーザに与えられたポイントに基づいて、ユーザの関与
スコアを計算しもよい。例えば、１つ以上の要因によりユーザに与えられたポイントの集
計に基づいて、関与スコアを計算しもよい。
【００３５】
　家計価値スコア
　家計価値スコアは、太陽電池の観点から特定住宅の潜在的な価値の決定に役立つ多くの
要因を考慮する。所有権状態（所有、賃貸）、屋根の向き、屋根の角度、屋根の面積、陰
影、日射、管理規約（ＨＯＡ）規制、および／または住宅エネルギー監査の結果を含む要
素が家計価値スコアに考慮され得る。家計価値に考慮され得る他の要因として、スマート
メータ、プール、および／またはスマートサーモスタットが住宅に設置されているか否か
が挙げられる。
【００３６】
　一実施形態において、住宅の所有状態を判定することができる。住宅に住むユーザが住
宅の所有者（例えば、賃借人）ではない場合、このユーザには、住宅の所有者よりも少な
いポイントを与えることができる。その理由は、住宅の所有者ではないユーザが住宅に太
陽電池パネルを設置する権限がないため、太陽電池設備を売り込む魅力的な対象ではない
からである。この例において、住宅の居住者が住宅の所有者であるか否かの決定は、例え
ば、住宅の居住者を公的に入手可能な証書に記載されている住宅の所有者と比較すること
によって、決定されてもよい。住宅の居住者が住宅の所有者ではない場合、住宅に太陽電
池パネルを設置するための売り込み活動は、居住者ではなく、住宅の所有者を対象にすべ
きである。
【００３７】
　屋根の方向、屋根の角度、屋根の面積、陰影、日射および／または住宅の位置を用いて
、住宅に設置される太陽電池パネルから潜在的に生成され得るエネルギーの量（例えば、
ｋＷｈ／日）を計算することができる。この実施形態において、より高い計算エネルギー
を有する住宅には、より低い計算エネルギーを有する住宅よりも多くのポイントを与える
ことができる。
【００３８】
　住宅に設置される太陽光設備の潜在的エネルギーを計算する際に、住宅の位置を使用す
ることができる。その理由は、放射線を収集するための住宅の最適な屋根の方向（向き）
および／または最適な屋根の角度は、住宅の位置に依存し得る。例えば、北半球（米国市
場）に位置する住宅の場合、正南に面する屋根は、正北に面する屋根よりも適切であり得
る。対照的に、南半球に位置する住宅の場合、正北に面する屋根は、正南に面する屋根よ
りも適切であり得る。別の例において、地球の高い緯度に位置する住宅の場合、より高い
緯度の空に太陽がより低くなる傾向があるため、より大きな（より急峻な）屋根の角度が
より適切であり得る。
【００３９】
　また、住宅の位置は、住宅の日照（例えば、単位面積で受けられる放射線の量）を影響
し得る。住宅の日照は、住宅の位置および地球上異なる地域の日照を示す放射線マップに
基づいて決定されてもよい。例えば、米国の西南部に位置する住宅は、米国の東北部に位
置する住宅よりも高い日照を有し得る。
【００４０】
　この実施形態において、住宅の位置は、例えば、住宅の住所および住宅の座標などから
決定することができる。住宅の屋根の方向、屋根の角度および／または屋根の面積は、（
例えば、公共データベースから入手可能な）住宅の屋根計画書から決定することができる
。別の例において、住宅の屋根の方向、屋根の角度および／または屋根の面積は、既知の
画像処理技術（例えば、エッジ検出技術、分類技術など）を使用して、（例えば、公共デ
ータベースから入手可能な）住宅の衛星画像、空中画像および／またはストリートビュー
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画像を分析することによって、推定することができる。両方の技術を使用して、住宅の屋
根の方向、屋根の角度および／または屋根の面積を決定することができることを理解すべ
きである。
【００４１】
　一実施形態において、太陽電池パネルの設置に関するＨＯＡ規制に部分的に基づいて、
住宅を採点することができる。例えば、太陽電池パネルの設置に関する厳しいＨＯＡ規制
を受けている住宅には、太陽電池パネルの設置に関するより寛大なＨＯＡ規制を受けてい
る住宅またはＨＯＡ規制を受けていない住宅よりも少ないポイントを与えることができる
。例えば、太陽電池パネルが住宅の正面から見えないようにすることを要求するＨＯＡ規
制の対象である住宅には、そのような規制の対象ではない住宅よりも少ないポイントを与
えることができる。理解すべきことは、本開示の実施形態は、ＨＯＡ規制に限定されない
が、太陽電池パネルの設置に関する州および／または地方政府の規制を含む他の規制も考
慮されてもよいことである。この実施形態において、住宅に適用される規制は、住宅の位
置（例えば、住所）と、異なる地理的地域（例えば、州、市、郵便番号、近所など）に適
用されるＨＯＡ規制、州規制および／または地方政府規制のデータベースとを用いて決定
することができる。
【００４２】
　一実施形態において、住宅に対して実施された住宅エネルギー監査の結果に部分的に基
づいて、住宅を採点することができる。この実施形態において、住宅エネルギー監査から
電力効率上高い得点を有する住宅には、電力効率上低い得点を有する住宅よりも多くのポ
イントを与えることができる。その理由は、既に電力効率が良い家庭に対して、電力料金
を削減するために住宅の電力効率を改善する余地が少ないため、太陽光パネルの設置が電
気料金を大幅に削減するための唯一の実行可能な選択肢であり得る。対照的に、電力効率
が低い家庭において、低費用のオプション（例えば、窓の再密封）を使用して、電力効率
を改善する大きな余地が存在し得る。
【００４３】
　一実施形態において、住宅がスマートメータおよび／またはスマートサーモスタットを
備えるか否かに部分的に基づいて、住宅を採点することができる。この実施形態において
、スマートメータまたはスマートサーモスタットを備えた住宅には、スマートメータまた
はスマートサーモスタットを備えていない家庭よりも多くのポイントを与えることができ
る。その理由は、スマートメータおよび／またはスマートサーモスタットが住宅の所有者
がエネルギーを節約するために資本を投資する意思があることを示す可能性があり、した
がって太陽電池パネルに投資する可能性がより高いからである。
【００４４】
　上述した１つ以上の要因によって住宅に与えられたポイントに基づいて、住宅の家計価
値スコアを計算してもよい。例えば、家計価値スコアは、１つ以上の要因について家に与
えられたポイントの集計に基づくことができる。家計価値スコアは、住宅に住んでいるユ
ーザ（消費者）に関連付けてもよい。したがって、家計価値スコアは、上述したユーザの
送電網スコア、行動スコアおよび／または関与スコアと組み合わせて、ユーザの総合見込
スコアを決定することができる。同様に、ユーザの送電網スコア、行動スコアおよび／ま
たは関与スコアは、ユーザが住んでいる住宅に関連付けられてもよい。この例において、
住宅の家計価値スコアは、送電網スコア、行動スコアおよび／または関与スコアと組み合
わせて、住宅の総合見込スコアを決定することができる。
【００４５】
　一実施形態において、ユーザまたは住宅の送電網スコア、行動スコア、関与スコアおよ
び／または家計価値スコアを組み合わせて、ユーザまたは住宅の総合見込スコアを決定す
ることができる。例えば、送電網スコア、行動スコア、関与スコアおよび／または家計価
値スコアの合計に基づいて、見込スコアを計算することができる。別の例において、送電
網スコア、行動スコア、関与スコアおよび／または家計価値スコアの加重和に基づいて、
見込スコアを計算することができる。この例において、各スコアは、総合見込スコアに対
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して所望の寄与（影響）に基づいて重み付けられてもよい。
【００４６】
　１つ以上の追加要因と共に、ユーザ（例えば、電気消費者）または住宅の見込スコアを
使用して、各々の見込客に関与する理想的なタイミングおよび各々の見込客に提供する適
切なメッセージの決定に支援することができる。これらの要因の例は、以下に示される。
【００４７】
　関与機会
　関与機会は、太陽電池の売り込みに関与する可能性を高めるイベントおよび／または行
動を意味する。これらの機会が監視され、これらの機会がまだ消費者の心に鮮やかに残っ
ている間に消費者への太陽電池の売り込みを開始することができる。例えば、見込客（消
費者）が最近（例えば、過去１日、２日または３日以内に）次の行動のうち、１つまたは
複数を行った場合、見込客に対して太陽電池の売り込みを開始することができる。これら
の行動は、（電気会社からの）Ｅメールを開封したこと、（例えば、高額電気料金などの
）電気料金を受信および／または支払ったこと、停電を経験したこと、電気に関して消費
者サービスセンターに連絡したこと、電気アカウントにログオンしたこと、電気会社のウ
ェブサイトに訪問したことなどを含む。この例において、高額電気料金とは、一定期間に
亘るユーザの平均電気料金よりも、特定の百分率（例えば、２０％以上）または量を超え
る電気料金であってもよい。
【００４８】
　類別スコア
　消費者は、異なる消費者の類別に属することができる。利用可能な情報に基づいて消費
者の類別を決定することができ、類別の特有な動機に基づいて特定のメッセージをターゲ
ットに送付することができる。消費者の類別は、太陽電池（約８０％の太陽電池利用者）
の潜在的な費用削減によって動機付けられた費用に配慮する消費者、太陽エネルギーがク
リーンエネルギーであるということによって動機付けられた環境に配慮する消費者、送電
網から離脱することによって動機付けられた反体制の消費者、太陽光パネルの公的可視的
な状況スシンボルによって動機付けられた表面状況に熱中する消費者、およびクールで且
つ新しいハイテクガジェットを所有することによって動機付けられたガジェットに熱中す
る消費者を含むことができる。
【００４９】
　例えば、消費者がグリーンプログラムに参加したこと、消費者がグリーン製品を購入し
たこと、消費者が有権者により環境に取り込む法案を通過した地域（都市、郵便番号など
）に住んでいること、消費者が環境に関心する地域（例えば、カリフォルニア州バークレ
ー）に住んでいること、消費者が環境を議論するウェブページに訪問したこと、および／
または消費者が環境に関連する情報へのリンクをクリックしたことのうち、１つ以上を満
たす場合、その消費者を環境に配慮する消費者であると特定することができる。この例に
おいて、環境に配慮する消費者に送付される売り込みメッセージは、太陽エネルギーの環
境上の利点（例えば、太陽エネルギーがクリーンであるため、化石燃料を燃焼させる発電
所への依存性を低減し、温室効果ガスの排出を低減するできることなど）に集中すべきで
ある。
【００５０】
　別の例において、消費者が住宅エネルギー監査に参加したこと、消費者が住宅エネルギ
ーレポートに応答してエネルギー消費量を削減したこと、消費者が電気アカウント上のエ
ネルギー使用量を長時間閲覧したことのうち、１つ以上を満たす場合、その消費者を費用
に意識する消費者として特定することができる。この例において、費用に意識する消費者
に送付される売り込みメッセージは、太陽エネルギーの費用利点（例えば、太陽エネルギ
ーに切り替えることによって電気料金の予測削減）に集中すべきである。
【００５１】
　したがって、太陽電池見込客を特定した場合、見込客に送付される太陽電池売り込み内
容は、その見込客が属する消費者の類別に応じて調整されてもよい。
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【００５２】
　図１は、本発明の技術の特徴を実装することができる電子システム１００を示す図であ
る。電子システム１００は、バス１０８と、処理装置１１２と、システムメモリ１０４と
、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）１１０と、永久記憶装置１０２と、入力装置インターフ
ェイス１１４と、出力装置インターフェイス１０６と、ネットワークインターフェイス１
１６とを含むことができる。
【００５３】
　バス１０８は、電子システム１００の多くの内部装置を通信可能に接続する全てのシス
テムバス、周辺装置バス、およびチップセットバスを総合的に表している。例えば、バス
１０８は、処理装置１１２をＲＯＭ １１０、システムメモリ１０４および永久記憶装置
１０２に通信可能に接続する。
【００５４】
　処理装置１１２は、これらのさまざまなメモリ装置から、本開示のプロセスを実行する
ために、実行する命令（例えば、コード）および処理するデータを取得することができる
。例えば、処理装置１１２は、送電網スコア、行動スコア、関与スコア、および／または
世帯値スコアを決定するための命令を検索し、これらの命令を実行することによって、送
電網スコア、行動スコア、関与スコアおよび／または家計価値スコアを生成することがで
きる。また、処理装置１１２は、スコア（例えば、エネルギー使用量データ）を決定する
ために使用されるデータを取得することができる。異なる実装形態において、処理装置は
、単一プロセッサであってもよく、マルチコアプロセッサであってもよい。
【００５５】
　ＲＯＭ １１０は、電子システムの処理装置１１２および他のモジュールに必要とされ
る静的データおよび命令を格納する。他方では、永久記憶装置１０２は、読み書きメモリ
装置である。この装置は、電子システム１００がオフであっても命令およびデータを記憶
する不揮発性メモリ装置である。本開示のいくつかの実現例は、大容量記憶装置（例えば
、磁気ディスクまたは光ディスクもしくは対応するディスクドライブ）を永久記憶装置１
０２として使用する。他の実現例は、取り外し可能な記憶装置（例えば、フロッピー（登
録商標）ディスク、フラッシュドライブ、および対応するディスクドライブ）を永久記憶
装置１０２として使用する。永久記憶装置１０２と同様に、システムメモリ１０４も読み
書き記憶装置である。しかしながら、記憶装置１０２とは異なり、システムメモリ１０４
は、ランダムアクセスメモリなどのような揮発性読み書きメモリである。システムメモリ
１０４は、プロセッサが実行時に必要とする一部の命令およびデータを記憶する。これら
のさまざまなメモリユニットから、処理装置１１２は、いくつかの実現例のプロセスを実
行するために、実行する命令および処理するデータを取得することができる。
【００５６】
　さらに、バス１０８は、入力装置インターフェイス１１４および出力装置インターフェ
イス１０６を接続する。ユーザは、入力装置インターフェイス１１４を介して、情報およ
び選択したコマンドを電子システムに通信することができる。入力装置インターフェイス
１１４と共に使用される入力装置は、例えば、英数字キーボードおよび（「カーソル制御
装置」とも呼ばれる）ポインティング装置を含む。出力装置インターフェイス１０６は、
例えば、電子システム１００によって生成された画像を表示することができる。出力装置
インターフェイス１０６と共に使用される出力装置は、プリンタおよび表示装置、例えば
陰極線管（ＣＲＴ）または液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を含むことができる。例えば、出
力装置を使用して、太陽電池見込客スコア、および各々の見込客（例えば、消費者）の連
絡情報を表示することができる。
【００５７】
　最後に、図１に示すように、バス１０８は、ネットワークインターフェイス１１６を介
して、電子システム１００をネットワーク（図示せず）に接続する。したがって、電子シ
ステム１００は、コンピュータのネットワークの一部（ローカルエリアネットワーク（「
ＬＡＮ」）、ワイドエリアネットワーク（「ＷＡＮ」）、イントラネット、またはインタ
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ーネットのようなネットワーク網のネットワークの一部であってもよい。電子システム１
００の任意の構成要素またはすべての構成要素は、本開示と併せて使用することができる
。例えば、ネットワークインターフェイス１１６は、送電網スコア、行動スコア、関与ス
コア、および／または家計価値スコアを決定するために使用されるデータを（例えば、ネ
ットワークから）取得することができる。例えば、ネットワークインターフェイス１１６
を使用して、電気会社データベースからユーザ（例えば、電気消費者）のエネルギー使用
量および／または送電網情報を取得し、都市データベース等から特性情報（例えば、住宅
の所有者状態、屋根計画など）を取得することができる。データは、処理装置１１２によ
って処理されるために、記憶装置１０２および／またはシステムメモリ１０４に格納され
てもよい。処理装置１１２は、上述した送電網スコア、行動スコア、関与スコアおよび／
または家計価値スコアを決定するための命令に従って、データを処理することができる。
【００５８】
　図２は、本発明の技術のさまざまな態様を実施することができる環境２００の例を示す
図である。環境２００は、発電所２１０と、地理的地域に分散されたユーザ（例えば、電
気消費者）に電力を供給するための送電網２１５とを含むことができる。図示を簡単にす
るために、図２には１つの居住用住宅２２０が示されている。しかしながら、送電網２１
５は、多くの居住用住宅、商業用建物、および／または工業用建物に電力を供給すること
ができることを理解すべきである。住宅２２０は、スマートメータ２２５を備えることが
できる。スマートメータ２２５は、住宅のエネルギー使用量を監視し、ネットワーク２３
５（例えば、インターネット、セルラネットワークなど）を介して、対応のエネルギー使
用量データをサーバ２４０に送信するように構成される。例えば、スマートメータ２２５
は、１時間の間隔または１時間未満の間隔で、エネルギー使用量を報告することができる
。エネルギー使用量データを受信すると、サーバ２４０は、データを処理し、処理したエ
ネルギー使用量データを住宅に住んでいるユーザの電気アカウントに関連付けて、電気会
社データベース２５０に格納することができる。図２に示すサーバ２４０は、本明細書に
記載されたさまざまな機能を実行する単一のサーバまたは複数のサーバを表すことができ
ることを理解すべきである。
【００５９】
　図１に示す電子システム１００は、ネットワーク２３５を介して、電気会社データベー
ス２５０から、ユーザのエネルギー使用量データを取得することができる。上述したよう
に、システム１００は、このデータを使用して、太陽電池見込客スコアを決定することが
できる。いくつかの態様において、スマートメータ２２５は、メッセージをユーザに表示
することができる。これらの態様において、サーバ２４０は、ネットワーク２３５を介し
てメッセージをスマートメータ２２５に送信することによって、ユーザに表示することが
できる。例えば、サーバ２４０は、ピークイベント中に電力消費量を削減するメッセージ
をスマートメータ２２５に送信することによって、ユーザに表示することができる。この
例において、サーバ２４０は、このメッセージをデータベース２５０に記録することがで
きる。図１に示すシステム１００は、データベース２５０からこの情報を取得し、この情
報をユーザのエネルギー使用量情報と共に使用して、ピークイベント中にユーザのエネル
ギー使用量を決定することができる。
【００６０】
　また、サーバ２４０は、ネットワーク２３５を介してユーザ装置２３０と通信すること
もできる。ユーザ装置２３０は、ユーザのモバイル装置、コンピュータ、ラップトップお
よび／またはタブレットを含むことができる。この例において、サーバ２４０は、ネット
ワーク２３５を介して、テキストメッセージ、電子メールまたはウェブページなどの形で
情報（例えば、住宅エネルギーレポート）をユーザ装置２３０に通信することができる。
この例において、サーバ２４０は、通信情報（例えば、住宅エネルギーレポート）をデー
タベース２５０に記録する。図１に示すシステム１００は、この情報をデータベース２５
０から取得し、この情報をユーザのエネルギー使用量情報と共に使用して、例えばユーザ
が通信情報（例えば、住宅エネルギーレポート）に応答してエネルギー消費量を低減した
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か否かを判断することができる。
【００６１】
　また、サーバ２４０は、ユーザがユーザ装置２３０を介してアクセスすることができる
電気会社のウェブサイトをホストすることもできる。この例において、サーバ２４０は、
ウェブサイト上のユーザの活動を監視し、ユーザのウェブ活動をデータベース２５０に記
録することができる。上述したように、図１に示すシステム１００は、この情報をデータ
ベース２５０から取得し、例えば、ユーザのウェブ関与を決定することができる。
【００６２】
　図３は、本開示の一実施形態に従って、太陽電池見込客を認定するためのコンピュータ
実装方法３００を示すフローチャートである。方法３００は、例えば、図１に示すシステ
ム１００によって実行することができる。
【００６３】
　ブロック３１０において、太陽電池見込客の複数のスコアを決定する。複数のスコアは
、送電網スコア、行動スコア、関与スコアおよび家計価値スコアのうち、少なくとも１つ
を含む。例えば、送電網スコア、行動スコア、関与スコアおよび家計価値スコアは、上述
した要因のいずれかを使用して決定することができる。理解すべきことは、見込スコアは
、送電網スコア、行動スコア、関与スコアおよび家計価値スコアのサブセットを使用して
決定することができることである。
【００６４】
　ブロック３２０において、複数のスコアを合併することによって、太陽電池見込客の総
合見込スコアを取得する。例えば、これらのスコアの加重和または非加重和を計算するこ
とによって、スコアを合併してもよい。
【００６５】
　見込スコアを決定した後、総合見込スコアに基づいて太陽電池見込客が上等な太陽電池
見込客であるか否かを判断する。例えば、見込スコアが閾値を上回る場合、太陽電池見込
客が上等な太陽電池見込客であると判定することができる。別の例において、太陽電池見
込客の見込スコアが同様の方法で計算された他の見込客の各々の見込スコアよりも特定の
数または百分率で高い場合、上等な太陽電池見込客であると判定することができる。太陽
電池見込客が上等な太陽電池見込客である場合、この見込客に太陽電池売り込みリソース
を送付することができる。
【００６６】
　上述した本発明の技術のさまざまな態様は、太陽電池見込客に関する。しかしながら、
本発明の技術の他の態様および上記の特定の態様は、他の分散型エネルギー源（例えば、
風力、水力、化学的動力源、エネルギー貯蔵能力など）に関連してもよい。別の発電設備
または貯蔵設備を所有するユーザは、設備を送電網に接続して、余剰電力を送電網に供給
することによって、送電網上の他のユーザに使用されてもよい。これによって、送電網に
追加容量を提供することができる。上記で考察したさまざまなスコアを利用して、他の分
散型エネルギー源の上等な見込客を特定することができ、設備の消費者獲得費用を削減す
ることができる。
【００６７】
　上述の機能は、デジタル電子回路、コンピュータソフトウェア、ファームウェアまたは
ハードウェアに実装することができる。これらの技術は、１つ以上のコンピュータプログ
ラム製品を使用して実装することができる。プログラム可能なプロセッサおよびコンピュ
ータは、モバイル装置に含まれてもよく、またはモバイル装置としてパッケージ化されて
もよい。プロセスは、１つ以上のプログラム可能なプロセッサおよび１つ以上のプログラ
マブル論理回路によって実行することができる。一般のおよび専用のコンピューティング
装置および記憶装置は、通信ネットワークを介して相互接続することができる。
【００６８】
　いくつかの実現例は、コンピュータプログラム命令を機械読取可能またはコンピュータ
読取可能媒体（コンピュータ読取可能記憶媒体、機械読取可能媒体または機械読取可能記
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子要素を含む。コンピュータ読取可能媒体のいくつかの例として、ＲＡＭ、ＲＯＭ、読取
専用コンパクトディスク（ＣＤ－ＲＯＭ）、記録可能コンパクトディスク（ＣＤ－Ｒ）、
書換可能コンパクトディスク（ＣＤ－ＲＷ）、読取専用デジタル多用途ディスク（例えば
、ＤＶＤ－ＲＯＭ、２層式ＤＶＤ－ＲＯＭ）、種々の記録可能／書換可能ＤＶＤ（例えば
、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷなど）、フラッシュメモリ（例えば、Ｓ
Ｄカード、ミニＳＤカード、マイクロＳＤカードなど）、磁気および／または固体ハード
ドライブ、読取専用および記録可能ディスク、超高密度光ディスク、他の光媒体または磁
気媒体、およびフロッピー（登録商標）ディスクを含む。コンピュータ読取可能媒体は、
少なくとも１つの処理装置によって実行可能であり、さまざまな動作を実行するための命
令セットを含むコンピュータプログラムを格納することができる。コンピュータプログラ
ムまたはコンピュータコードの例として、コンパイラによって生成される機械コード、コ
ンピュータ、電子コンポーネント、または解釈プログラムを使用するマイクロプロセッサ
によって実行される上位レベルコードを含むファイルを含む。
【００６９】
　本発明の技術の説明は、当業者が本明細書に記載のさまざまな実施形態を実施できるよ
うに提供される。さまざまな図および実施形態を参照して、本発明の技術を具体的に説明
したが、これらの説明は、例示の目的のみであり、本発明の技術の範囲を限定するものと
して解釈されるべきではない。
【００７０】
　多くの他の方法を用いて、本発明の技術を実施することができる。本発明の技術の範囲
から逸脱することなく、本明細書に記載されたさまざまな機能および要素を図示のものと
異なるように区分してもよい。これらの実施形態に対するさまざまな変更は、当業者にと
って明白且つ容易であり、本明細書に定義された一般的な原理は、他の実施形態に適用す
ることができる。したがって、当業者であれば、本発明の技術の範囲から逸脱することな
く、本発明の技術に多くの変更および修正を加えることができる。
【００７１】
　単数形で要素を言及する場合、特に明記しない限り、「１つのみ」を意味するのではな
く、むしろ「１つ以上」を意味することを意図している。「いくつか」という用語は、１
つ以上を意味する。下線および／または斜体の見出しおよび副見出しは、便宜のために使
用され、本発明の技術を限定するものではなく、本発明の技術に関する解釈に参照されな
い。当業者に知られているまたは後から知られる、本開示に記載されたさまざまな実施形
態の要素に対する全ての構造的等価物および機能的等価物は、参照により本明細書に明確
に組み込まれ、本発明の技術に包含されることを意図する。さらに、本明細書に開示され
たものは、上記の説明に明示的に言及されているのにもかかわらず、公衆に捧げるもので
はない。
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